
市民委員会資料① 

１ 平成２５年第４回定例会提出予定議案の説明 

（１）議案第１４７号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を

受け入れる特定非営利活動法人を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

   参考資料１ 新旧対照表 

   参考資料２ 指定申出法人の概要について 

市民・こども局 

（平成２５年１１月２６日） 
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参考資料１ 

          川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例    新旧対照表

 改正後 改正前 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人を定める条例 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人を定める条例 

平成24年12月14日条例第53号 平成24年12月14日条例第53号

     改正 

平成25年６月26日条例第20号 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人を定める条例 

       改正 

平成25年６月26日条例第20号 

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人を定める条例 

川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条の５第２項の規定に

よる地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７第１項第４号に掲げる住

民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人（特定非

営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利

活動法人をいう。以下同じ。）の名称及び主たる事務所の所在地は、別表の

とおりとする。 

川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条の５第２項の規定に

よる地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７第１項第４号に掲げる住

民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人（特定非

営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利

活動法人をいう。以下同じ。）の名称及び主たる事務所の所在地は、別表の

とおりとする。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

（川崎市市税条例の適用） （川崎市市税条例の適用） 

２ 別表１の項及び２の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金につ

いては、川崎市市税条例第23条の５第２項の規定は、平成24年１月１日か

ら適用する。 

   附 則（平成25年６月26日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（川崎市市税条例の適用） 

２ 改正後の条例別表３の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金に

ついては、川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条の５第２

項の規定は、平成25年１月１日から適用する。 

２ 別表１の項及び２の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金につ

いては、川崎市市税条例第23条の５第２項の規定は、平成24年１月１日か

ら適用する。 

   附 則（平成25年６月26日条例第20号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （川崎市市税条例の適用） 

２ 改正後の条例別表３の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金に

 ついては、川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条の５第２

 項の規程は、平成25年１月１日から適用する。 
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参考資料１ 

   附 則（平成25年  月    日条例第  号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （川崎市市税条例の適用） 

２ 改正後の条例別表４の項及び５の項に掲げる特定非営利活動法人に対す

る寄附金については、川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23

条の５第２項の規程は、平成25年１月１日から適用する。 

別表 別表 

  名称 主たる事務所の所在地    名称 主たる事務所の所在地  

１
特定非営利活動法人神奈川子ど

も未来ファンド 

横浜市中区新港２丁目２番１号

横浜ワールドポーターズ６階Ｎ

ＰＯスクエア 

１
特定非営利活動法人神奈川子ど

も未来ファンド 

横浜市中区新港２丁目２番１号

横浜ワールドポーターズ６階Ｎ

ＰＯスクエア 

２
特定非営利活動法人キーパーソ

ン21 

川崎市中原区新丸子東２丁目907

番地―304 
２
特定非営利活動法人キーパーソ

ン21 

川崎市中原区新丸子東２丁目907

番地―304 

３
特定非営利活動法人スマイルオ 

ブキッズ 

横浜市南区六ツ川４丁目1,124番

地２ 
３
特定非営利活動法人スマイルオ

ブキッズ 

横浜市南区六ツ川４丁目1,124番

地２ 

４ 特定非営利活動法人秋桜舎 
川崎市多摩区三田２丁目５番地

３ 

５
特定非営利活動法人ぐらすかわ

さき 
川崎市多摩区登戸2,258番地 



指定申出法人の概要について 

特定非営利活動法人秋桜舎 

代表者氏名 渡辺 ひろみ 

主たる事務所の所在地 川崎市多摩区三田２丁目５番地３ 

設立登記年月日 平成１１年１０月１２日 

認証年月日 平成１１年１０月 ６日 

定款に記載された目的 

この法人は、川崎市多摩区、宮前区及びその周辺に在住する

高齢者及び中高年の中途障害者に対して、その介護に関する事

業を行う。あわせて子育て中の保護者に対し、保育事業を行う

ことで子育て支援を行うと同時に、地域がより住みよいまちと

なるよう、まちづくりに関する事業を実施し、地域福祉の推進

に寄与することを目的とする。 

特定非営利活動の種類 

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

（２）社会教育の推進を図る活動 

（３）まちづくりの推進を図る活動 

（４）子どもの健全育成を図る活動 

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 

代表者氏名 川口 洋一 

主たる事務所の所在地 川崎市多摩区登戸２，２５８番地 

設立登記年月日 平成１３年６月２２日 

認証年月日 平成１３年６月１３日 

定款に記載された目的 

この法人は、誰もが暮らしやすい地域社会をつくるために、

地域の人々が日々の暮らしの中で気がついた問題を持ち寄り、

語り合い、経験や情報を共有する場をつくることを目的とする。

また市民が有用な情報を入手し、読み解く力をつけ、自らが問

題解決の手法を獲得し、主体的に問題を解決していくことをめ

ざし、その活動を応援する。 

特定非営利活動の種類 

（１）まちづくりの推進を図る活動 

（２）特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動 

参考資料２ 


